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ホームページ、ぜひ、ご利用ください！

　市のホームページでは、意見書の全文や

本会議の会議録、議会活動などがご覧いた

だけます。ぜひ、ご利用ください。検 索吉川市議会

◆ご意見・ご感想をお寄せください◆
議会だよりをご覧になったご意見・ご感想をお寄せください。

〒３４２―８５０１
　吉川市きよみ野一丁目１番地
　吉川市役所　議会事務局　　　　ＦＡＸ ：０４８（９８１）５３９２

市議会豆知識
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吉川市に関する要望や意見を、請願・陳情として吉川市議会に提出することができます。
提出から議決までの流れをご紹介します。記載要件等、詳細についてはホームページ
をご確認ください。

「よしかわ議会だより」の音声版を「朗読サークルきんもくせい」の協力で作成しています。
ご希望の方は、議会事務局へご連絡ください。


